
（参考様式）（第11条・第13条関係） 

 

意見回答書 

 

作成日   年   月   日 

太陽光発電施設の設置予定場所 長野県上田市新町字深町463 

 

意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

パネルの下は水田ではなく

畑にするのでしょうか。 
説明会参加者 

地目は水田ですが、今のままだと水を入れら

れないので減反という形の大豆栽培になると

思います。 

昔セメントがあったが撤去

されているのでしょうか。 
説明会参加者 

基本的には撤去している。入口に少し残って

いるが馬入れになり、トラクター等は入りや

すい形になります。セメントが残っている場

合は工事の際に重機を使用するので、それで

撤去します。 

フェンスは設置しないので

しょうか。 
説明会参加者 

フェンスがあると畔の草刈りが出来なくなっ

てしまう。営農型では設置を省略できるとい

うことになっています。設備に容易に触れら

れないようにするため高さのある設計にしま

す。 

日照に合わせてパネルが動

くのか。 
説明会参加者 

太陽を追いかけたり、作物の生育に光が必要

な場合は農地に光を通す制御を行います。 

   

   

 


